
な立地や

設備投資に対 設備投資に対 設備投資に対 設備投資に対 設備投資に対

する補助や、 する補助や、 する補助や、 する補助や、 する補助や、

工業見える化 工業見える化 工業見える化 工業見える化 工業見える化

事　業　費 8,281 28,501 28,501 28,501 28,501

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 8,281 28,501 28,501 28,501 28,501

人　件　費 830.88 1,731 1,731 1,731 1,731

投入 常勤職員 0.12人 0.25人 0.25人 0.25人 0.25人

人員 非常勤職員 0.02人 0.05人 0.05人 0.05人 0.05人

事業費＋人件費 9,112 30,232 30,232 30,232 30,232

指標名 単位 説明・算定式 Ｒ１目標 Ｒ２目標 Ｒ３目標

目
標
達
成
状
況

Ｒ１実績 Ｒ２実績 Ｒ３実績

活動 市内企業訪問調査
件

訪問によるヒアリングと 15 18 －

① 各種施策を案内した件数 25 6 －

活動 工業見える化事業で紹介する事業
社

工業見える化マップへの 85 88 89

② 所数 掲載事業所数 86 83 －

成果 産業立地推進事業補助金の交付事
社

新たに工場立地や設備投 5 5 －

① 業所数 資した事業所数 4 4 －

成果
② －

Ｃ：活動・成果ともに達成できなかった。

目標達成 ＜判断理由＞

　工業見える化ブックへの掲載については、市広報、メールマガジン、商工会報、金融機関への広報、商工会工業部会等で周
状況

知を行ったが、新型コロナウイルスの影響により廃業となってしまった事業者もあり、掲載数が減少してしまった。また、企
の分析

業訪問によるヒアリングについても、新型コロナウイルスの影響により実施が困難であった。産業立地推進事業補助金につい

ても、横ばいとなり目標に及ばなかった。令和３年度も感染症等の状況を勘案し、引き続きＰＲをしていく。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 1 頁

事務事業名 7033 工業振興事業

担当組織 環境経済部 経済戦略室 担当 産業支援担当

組織コード
R3 15 01 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R3 01 07 01 02 05 01

記入日 令和 3年 6月11日
R2 15 01 00 R2 01 07 01 02 05 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 06 活力と賑わいを創出できるまち ● 対象

分野 01 産業創出・育成

○ 対象外
施策 66 新たな産業の創出支援

事業期間 平成１２年度 ～ 令和２年度

戸田市産業立地推進事業補助金交付要綱

根拠法令 関連計画
通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
産業立地推進事業及び工業見える化事業を行おうとする市内事業者等

　事業者の新たな設備投資等を促進するとともに、住工が混在する当市において、工業事業者からの積極的な情報発信によ

事業目的 り周辺住民の理解を得ることで操業環境の改善につなげていくことを目的とする。

　産業立地推進事業については、製造業や運輸業などの事業者が新たに工場を立地したり、設備投資を行ったりした場合に

補助を行う。工業見える化事業については、「工業見える化プレート」により周辺住民等に対して事業者の業務内容を発信

事業内容 するとともに、「工業見える化ブック」としてプレート配布先企業を一覧をまとめ、「工業見える化マップホームページ」

とあわせて、広く市内外へ情報発信を行う。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） ■協働･協力（ 戸田市商工会 ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

新たな立地や 新たな立地や 新たな立地や 新たな立地や 新た



の新

たな立地、設備投資への支援を行う必要があることから、事業を継続していく必要があると考える。

　現状の取組を進めつつ、市の補助制度や生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画をより一層周知する

。産業立地推進事業は市内雇用の促進の側面もあり、市内の経済と雇用の循環を促すことに繋がることから、積

極的にＰＲを図っていく。また、工業見える化事業については、ホームページを改善するなど、企業同士のマッ

今後の取組方針 チングに繋がる仕組みづくりを検討していく。

2 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　新たな立地・設備投資への補助や、工業見える化事業による情報発信等により

Ｂ Ｂ Ｂ 、事業者の市内での操業環境を向上させることで、事業者が市内での操業を継続

し、新たな事業展開に繋がっている。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

３０年度 １年度 ２年度 Ａ：経費の精査が十分になされている。

＜判断理由＞
経費水準

　補助にあたっては、企業が実際に要した経費や、増加資産に対する固定資産税

Ａ Ａ Ａ 等を基礎とし、これに補助率や上限額を加味して補助を行っているため、十分に

精査されている考えられる。

評価結果 事業手法は適正か。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　企業の新たな取り組みや事業拡大への支援は、他市事例などを検証しても、補

Ｂ Ｂ Ｂ 助金交付が一般的かつ有効的であると考えられることから、適正であると判断す

る。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　補助金においては、補助率や上限額を設定しており、実際に企業は補助額を大

Ｂ Ｂ Ｂ 幅に上回る自己資金を投じている。

　その経済効果や企業成長効果による地域経済への貢献を考えると、適正な補助

額であり、受益・負担は適正であるといえる。

４．令和２年度中に実施した見直し内容

見直し内容

見直しの効果

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和４年度で終了 ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了

＜判断理由＞

　本市にとっては、工業が基幹産業となっていることから、市内経済活性化を図るためにも、より一層の支援が

事業の方向性 求められている。その中で、企業価値を高めるための支援として、事業者の情報発信や、生産性向上のため



国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 887 1,600 1,600 1,600 1,600

人　件　費 10,178.28 5,677.68 5,677.68 5,677.68 5,677.68

投入 常勤職員 1.47人 0.82人 0.82人 0.82人 0.82人

人員 非常勤職員 0人 0.09人 0.09人 0.09人 0.09人

事業費＋人件費 11,065 7,278 7,278 7,278 7,278

指標名 単位 説明・算定式 Ｒ１目標 Ｒ２目標 Ｒ３目標

目
標
達
成
状
況

Ｒ１実績 Ｒ２実績 Ｒ３実績

活動 起業支援セミナー等の開催
回

起業支援セミナーの開催 14 10 11

① 回数 13 11 －

活動 相談(専門及び中小企業診断士)の
回

専門相談、中小企業診断 - - -

② 実施 士の相談 - - －

成果 セミナーの参加者数
人

セミナーの参加者数 150 60 80

① 153 100 －

成果 起業支援センター退所者の市内開
％

市内事業所開設者／退所 - - -

② 業率 事業者×100 - - －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

令和２年度は起業支援セミナーの開催にあたって、一部開催方法をオンラインに変更し実施した。その効果もあり、セミナー
状況

の参加者は目標を上回った。令和３年度も感染症の状況等を勘案し、開催時期や募集人数、手法について検討し、実施してい
の分析

く。

戸田市　事務事業評価　≪事後評価シート≫ 3 頁

事務事業名 7034 起業支援事業

担当組織 環境経済部 経済戦略室 担当 産業支援担当

組織コード
R3 15 01 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R3 01 07 01 02 06 01

記入日 令和 3年 6月21日
R2 15 01 00 R2 01 07 01 02 06 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 06 活力と賑わいを創出できるまち ● 対象

分野 01 産業創出・育成

○ 対象外
施策 66 新たな産業の創出支援

事業期間 平成１５年度 ～ 令和２年度

戸田市起業支援センター条例　戸田市起業支援セン

根拠法令 ター条例施行規則　戸田市内起業支援補助金交付要 関連計画
通 達 等 綱　 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
戸田市で起業を目指す人、起業後間もない個人及び小規模企業。

・地域における起業を促進するため、起業に必要な知識の習得を目的としたセミナー等、創業支援体制の充実を図る。

事業目的 ・戸田市商工会起業支援センターと連携し、起業希望者、起業後間もない者、小規模企業等へ事業が軌道に乗るまでの創業

期を支援する。

・起業支援セミナー、戸田市商工会起業支援センターとの連携、女性向け起業支援。

　

事業内容

実施主体 □市による単独直営 ■委託 （■3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

創業ワンスト 創業ワンスト 創業ワンスト 創業ワンスト 創業ワンスト

ップ窓口、セ ップ窓口、セ ップ窓口、セ ップ窓口、セ ップ窓口、セ

ミナーの実施 ミナーの実施 ミナーの実施 ミナーの実施 ミナーの実施

等 等 等 等 等

事　業　費 887 1,600 1,600 1,600 1,600

財
源
内
訳



大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和４年度で終了 ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了

＜判断理由＞

　商工会、県公社等の支援機関と連携し、切れ目ない起業支援事業を行っている。

事業の方向性

　セミナーや起業相談、交流会など、起業支援の充実を図るため、引き続き、商工会や県公社等の各支援機関と

連携し、起業家の育成支援を強化していく。

今後の取組方針

4 頁

３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

　セミナー、起業相談など、商工会と連携して起業家を支援することで、新産業

Ａ Ａ Ｂ の創出と地域経済の活性化に繋がっているため、施策の目標達成に寄与している

といえる。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

　事業の実施にあたっては、前年度のセミナー実施結果を基に実施方法や内容、

Ｂ Ｂ Ｂ 回数を見直すなどしており、経費は適正な範囲である。

評価結果 事業手法は適正か。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

　商工会と連携し、セミナー開催や起業相談など切れ目のない支援体制づくりを

Ｂ Ｂ Ｂ 行っており、適正である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

３０年度 １年度 ２年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

　セミナー、相談ともに受ける側の費用負担はないが、将来的には市内で創業さ

Ｂ Ｂ Ｂ れることを目指して事業を行っており、長期的な視点でみると適正な範囲である

と考えられる。

４．令和２年度中に実施した見直し内容
　女性チャレンジショップ事業について、女性向け起業支援セミナー「ビジネスプランセミナー～SAITAMA Smil

e Womenピッチに向けて～」の受講生の中から参加者を募集し、ビジネスプランに記載された内容のテストマー

見直し内容 ケティングの場として開催するものとした。

　今までのチャレンジショップでは、参加してからすぐに起業に繋がるものではなかったが、実施方法の見直し

を行い、より実践的なマーケティングの場として実施したことで、SAITAMA Smile Womenピッチのファイナリス

見直しの効果 トとなる参加者も出るなど、より起業に近づくものとなった。

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡


